
◎民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律 
（平成一六年一二月一日法律第一四九号）   

一、提案理由（平成一六年一一月五日・衆議院内閣委員会） 

○棚橋国務大臣 ただいま議題となりました民間事業者等が行う書面の保存等における

情報通信の技術の利用に関する法律案及び民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につい

て、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 初めに、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法

律案について御説明申し上げます。 

 この法律案は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたｅ―Ｊ

ａｐａｎ重点計画二○○四において、民間における文書、帳票の電子的な保存を原則と

して容認する統一的な法律の制定を行うものとされたことを受けて立案し、このたび御

提案することとしたものであります。その目的は、民間事業者等が行う書面の保存等に

関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により

行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、書面の保存等に

係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図るものであります。 

 この法律案の要点は、第一に、民間事業者等は、保存のうち他の法令の規定により書

面により行わなければならないとされているものについては、書面の保存にかえて電磁

的記録の保存を行うことができることとしております。 

 第二に、民間事業者等は、保存をしなければならない書面の作成、縦覧等または交付

等のうち他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているものにつ

いては、書面の作成、縦覧等または交付等にかえて電磁的記録の作成、縦覧等または交

付等を行うことができることとしております。 

……………（略）…………… 

 以上が、これら二法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成一六年一一月一一日） 

○松下忠洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 両案は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるよう

にするための共通する事項を定めることにより、当該方法による情報処理の促進を図る

とともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、あわ

せて、関連法律の規定の整備等をしようとするものであります。 

 両案は、去る十一月四日本委員会に付託され、翌五日棚橋国務大臣から提案理由の説



明を聴取いたしました。昨日質疑を行い、採決いたしましたところ、両案は全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 

 なお、両案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月一○日） 

 政府は、両法律の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 両法律の施行に伴う主務省令等の制定及びその運用に当たっては、国会における議

論及び民間事業者等の意見を十分に踏まえるとともに、経済社会情勢等の推移に応じ

て必要な見直しを行うこと。また、主務省令等の内容について、国民の経済活動等に

支障のないよう、十分周知徹底すること。 

二 情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、民間事業者等に対して、情

報通信の技術革新に対応したセキュリティ対策及び個人情報の保護のための適切な措

置が講じられるよう必要な助言等を行うこと。 

三 税務関係書類の電子的な保存については、適正公平な課税及び電子化によるコスト

削減等の観点を踏まえつつ、適宜その対象範囲の見直しを行うこと。 

四 処方せんの電子的な作成・交付等については、患者等の利便性の向上、技術的実現

可能性等を踏まえつつ、その可否について引き続き検討していくこと。 

五 地方公共団体において両法律の趣旨にのっとり適切な措置が講じられるよう、情報

提供その他必要な措置を講ずるものとすること。 

三、参議院内閣委員長報告（平成一六年一一月一九日） 

○高嶋良充君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

案は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにす

るための共通する事項を定めることにより、当該方法による情報処理の促進を図るとと

もに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図ろうとするも

のであります。 

 次に、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、先に述べた法律の施行に伴い、関係

法律の規定について所要の整備等を行うものであります。 

 委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、書面の電子保存容認によるコ

スト削減の効果、主務省令の整合性の確保と早期の公布及び周知、本法の対象外となる

書面の類型とＩＴの進展に対応した見直し、条例により保存義務のある文書の電子化の

促進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 昨日、質疑を終わり、順次採決を行った結果、二法律案はいずれも全会一致をもって



原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、二法律案に対し五項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一一月一八日） 

 政府は、両法律の施行に当たっては、ＩＴを活用した情報処理の促進及び書面の保存

等に係る負担軽減等を通じた国民の利便性の向上を図るという法の目的を十分に踏まえ、

次の事項の実現を期すべきである。 

一、主務省令等の制定に当たり、民間保存文書等について、原則としてすべて電子保存

を可能にするという法の趣旨に適うように可能な限り対象範囲を拡大するとともに、

それらの整合性等を図るために、ＩＴ戦略本部及び省庁間において十分な調整を行う

こと。また、主務省令等は、両法律の施行の前に公布するよう努めること。 

二、主務省令等の内容について、民間事業者等の経済活動及び国民生活に支障のないよ

う十分周知徹底するとともに、情報通信技術の発達及び民間事業者等の経済活動等の

態様の変化を踏まえ、適時必要な見直しを行うこと。 

三、情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないように、情報通信技術の発達に対

応したセキュリティ対策及び個人情報の保護のための適切な措置が講じられるよう、

民間事業者等に対して必要な助言、情報提供その他必要な措置を講ずること。 

四、税務関係書類の電子的な保存については、適正公平な課税の観点を踏まえつつ、対

象範囲の拡大に向けて積極的な検討を行うこと。 

五、地方公共団体においても書面の保存等における情報通信技術の利用の促進を図るた

め、政府は、適切な情報提供その他必要な支援措置を講ずること。 

  右決議する。 


